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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】過度な光量の光出射を自動的に回避できる内視
鏡装置を提供する。
【解決手段】内視鏡装置１０１は、内視鏡１０２により
撮像された撮像信号に基づく映像の輝度値を取得する輝
度値取得部と、内視鏡に供給される光量を取得する光量
取得部と、前記光量が所定量以上であって且つ前記輝度
値が変化しない状態が継続する時間を計測する時間計測
部と、前記時間が所定時間を超えたときに、前記光量を
制限する光量制御部と、を備える。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡により撮像された撮像信号に基づく映像の輝度値を取得する輝度値取得部と、
　前記内視鏡に供給される光量を取得する光量取得部と、
　前記光量が所定量以上であって且つ前記輝度値が変化しない状態が継続する時間を計測
する時間計測部と、
　前記時間が所定時間を超えたときに、前記光量を制限する光量制御部と、
　を備えることを特徴とする内視鏡装置。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、内視鏡装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、内視鏡により撮像された撮像信号に基づいて映像信号を生成し、生成した映像信
号に応じた映像をモニタに表示させる内視鏡装置が知られている。内視鏡装置は、内視鏡
プロセッサ、内視鏡ビデオプロセッサ、又は内視鏡映像処理装置等とも称す。
　このような内視鏡装置は、映像の明るさに応じて、内視鏡先端部から出射させる光の光
量を調整する機能（自動調光機能）を備えている。この機能によれば、例えば、映像が暗
い場合に、映像を明るくするために、出射光量を増加させる制御が行われる。
【０００３】
　出射光量を制御する機能を備えたシステムとして、例えば、特許文献１に記載の電子内
視鏡システムが知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】国際公開ＷＯ２０１１－１０２２００号
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００５】
　検査準備中など内視鏡がスコープハンガーに掛かっているときは、内視鏡が被検体内で
使用されている場合に比べて、被写体までの距離が遠くなることが多く、この場合は、自
動調光機能により出射光量が最大とされる制御が続くことになる。そのことにより、内視
鏡先端部が過度な光量の光出射によって発熱し、内視鏡先端部に実装された回路素子等に
負担が掛かることで内視鏡の製品寿命が短くなる虞がある。
【０００６】
　本考案は、上記実状に鑑み、過度な光量の光出射を自動的に回避できる内視鏡装置を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本考案の一態様は、内視鏡により撮像された撮像信号に基づく映像の輝度値を取得する
輝度値取得部と、前記内視鏡に供給される光量を取得する光量取得部と、前記光量が所定
量以上であって且つ前記輝度値が変化しない状態が継続する時間を計測する時間計測部と
、前記時間が所定時間を超えたときに、前記光量を制限する光量制御部と、を備える内視
鏡装置である。
【考案の効果】
【０００８】
　本考案に依れば、過度な光量の光出射を自動的に回避できる、という効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
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【図１】第1の実施形態に係る内視鏡装置の構成例を示す図である。
【図２】第１の実施形態において、定常状態における内視鏡装置において実行される処理
の一例を示すフローチャートである。
【図３】第１の実施形態において、Ｓ１０５及びＳ１０６の処理の代わりに行われる処理
の一例を示すフローチャートである。
【図４】第１の実施形態において、光量半減実行状態における内視鏡装置において実行さ
れる処理の一例を示すフローチャートである。
【図５】第２の実施形態に係る内視鏡システムの構成例を示す図である。
【図６】第２の実施形態に係る内視鏡システムにおいて実行される処理の一例を示すフロ
ーチャートである。
【図７】第３の実施形態に係る医療装置である内視鏡プロセッサの正面図である。
【図８】第３の実施形態において、タッチパネルが故障しているときにデータ移行を行う
際の操作例を説明する図である。
【図９】第３の実施形態において、タッチパネルが故障したときのデータ移行手順の一例
を示すフローチャートである。
【図１０】第４の実施形態に係る内視鏡システムの構成例を示す図である。
【図１１】第５の実施形態に係る内視鏡プロセッサにおいて扱われるユーザ設定データの
データ構造例を示す図である。
【図１２】第５の実施形態に係る内視鏡プロセッサにおいて、ユーザ設定の編集又は削除
が行われるときに実行される処理の一例を示すフローチャートである。
【図１３】第５の実施形態に係る内視鏡プロセッサにおいて、ユーザ設定データの新規作
成又は保護されていないユーザ設定データの編集が行われる場合の表示画面例と、保護さ
れているユーザ設定データの編集が行われる場合の表示画面例を示す図である。
【図１４】第６の実施形態に係る映像処理装置の接続例を示す図である。
【図１５】第６の実施形態に係る映像処理装置において実行される処理の一例を示すフロ
ーチャートである。
【図１６】第６の実施形態において、外部からの映像と、映像処理装置の情報画面と、そ
の両者が重畳された映像の一例を示す図である。
【図１７】第７の実施形態に係る内視鏡装置である内視鏡プロセッサの表示部に表示され
た表示項目設定画面の一例を示す図である。
【図１８】第７の実施形態に係る内視鏡プロセッサに接続された内視鏡モニタの表示画面
例を示す図である。
【図１９】第８の実施形態に係る内視鏡装置の表示部に表示された患者名入力画面に対す
る患者名の入力過程の一例を示す図である。
【図２０】第９の実施形態に係る内視鏡システムの構成例を示す図である。
【図２１】第９の実施形態に係る内視鏡システムにおいて、患者情報入力後の内視鏡検査
開始時に実行される処理の一例を示すフローチャートである。
【図２２】第９の実施形態に係る内視鏡システムにおいて、内視鏡検査開始後のカーソル
移動時に実行される処理の一例を示すフローチャートである。
【図２３】第１０の実施形態に係る内視鏡システムの構成例を示す図である。
【図２４】第１０の実施形態に係る内視鏡システムにおいて実行される処理の一例を示す
図である。
【図２５】第１１の実施形態に係る内視鏡ビデオプロセッサの構成例を示す図である。
【図２６】第１１の実施形態に係る内視鏡ビデオプロセッサが不正アクセスをブロックす
る例を模式的に示す図である。
【図２７】第１１の実施形態に係る内視鏡ビデオプロセッサが不正アクセスをブロックす
る例を模式的に示す図である。
【図２８】第１２の実施形態に係る内視鏡装置の表示部に表示される個人情報送信可否設
定画面の一例を示す図である。
【図２９】個人情報可否設定画面において設定及び確定された個人情報送信可否設定に従
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って内視鏡装置において実行される個人情報送信処理の一例を示すフローチャートである
。
【図３０】第１２の実施形態に係る内視鏡装置から周辺機器への患者情報の送信例を模式
的に示す図である。
【図３１】第１３の実施形態に係る、裏モードを備える医療機器の構成例を示す図である
。
【図３２】第１４の実施形態に係る、ログイン及びログアウトの機能を有する内視鏡ビデ
オプロセッサの構成例を示す図である。
【図３３】第１５の実施形態に係る内視鏡装置において実行される自動ログアウト延長処
理の一例を示す図である。
【図３４】図３３のＳ１５０５の判定の具体例を模式的に示す図である。
【考案を実施するための形態】
【００１０】
　以下、図面を参照しながら、本考案の実施の形態について説明する。
＜第１の実施形態＞
　図１は、第1の実施形態に係る内視鏡装置の構成例を示す図である。
【００１１】
　図１に示したように、内視鏡装置１０１は、内視鏡１０２が接続されている。
　内視鏡１０２は、その先端部に備えられた撮像素子を用いて被写体を撮像する。また、
内視鏡１０２は、内視鏡装置１０１から供給される光を、照明光として、その先端部から
被写体へ出射する。
【００１２】
　内視鏡装置１０１は、内視鏡映像測光部１０３、自動調光部１０４、出射光制御部１０
５、内視鏡使用状態判別部１０６、及び出射光制限指示部１０７を備える。
　内視鏡映像測光部１０３は、内視鏡１０２により撮像された撮像信号に基づく映像の輝
度値を取得する。映像の輝度値は、被写体の明るさに対応する。
【００１３】
　自動調光部１０４は、映像の明るさが適正になるように、内視鏡映像測光部１０３が取
得した輝度値に基づいて内視鏡１０２に供給する光の光量を出射光制御部１０５に指示す
る。
【００１４】
　出射光制御部１０５は、出射光制御部１０５又は出射光制限指示部１０７の指示に基づ
いて、内視鏡１０２に供給する光の光量を制御する。出射光制御部１０５の指示と出射光
制限指示部１０７の指示が同時に行われた場合は、出射光制限指示部１０７の指示が優先
される。なお、出射光制御部１０５は、内視鏡１０２に供給する光を発する光源部を内蔵
し、この光源部を制御することにより、内視鏡１０２に供給する光の光量を制御する。光
源部は、例えば、ランプ光源又はレーザ光源を含む。
【００１５】
　内視鏡使用状態判別部１０６は、内視鏡映像測光部１０３が取得した輝度値と、出射光
制御部１０５の制御により内視鏡１０２に供給されている光の光量とに基づいて、内視鏡
１０２が被検体内で使用されているか否かを判別する。例えば、光量が所定量以上であっ
て且つ輝度値が変化しない状態が継続する時間（以下「変化なし継続時間」という）をカ
ウントし、変化なし継続時間が一定時間を超えた場合には、内視鏡１０２が被検体内で使
用されていない、と判別する。なお、輝度値が変化しない状態とは、輝度値が微小変動し
ているものの、輝度値がほとんど変化していないと判断可能なレベルも含む。
【００１６】
　出射光制限指示部１０７は、内視鏡１０２が被検体内で使用されていないと内視鏡使用
状態判別部１０６が判別した場合に、内視鏡１０２に供給する光の光量を制限するよう、
出射光制御部１０５に指示する。例えば、内視鏡１０２に供給する光の光量を、最大光量
の半分にするよう、指示する。
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【００１７】
　図２は、定常状態における内視鏡装置１０１において実行される処理の一例を示すフロ
ーチャートである。
　なお、図示は省略するが、定常状態の内視鏡装置１０１では、図２に示す処理の他、内
視鏡１０２により撮像された撮像信号に基づく映像の輝度値に基づいて、内視鏡１０２に
供給する光の光量が制御されている。
【００１８】
　図２に示したように、本処理では、内視鏡装置１０１が、内視鏡１０２により撮像され
た撮像信号に基づく映像の輝度値（明るさ）が変化したか否かを判定する（Ｓ１０１）。
この判定では、例えば、前回のＳ１０１の判定時に対して輝度値が変化したか否かが判定
される。
【００１９】
　Ｓ１０１の判定結果がＮＯの場合、内視鏡装置１０１は、内視鏡１０２に供給されてい
る光の光量が最大光量であるか否かを判定する（Ｓ１０２）。ここで、最大光量とは、内
視鏡１０２に供給可能な最大光量のことである。
【００２０】
　Ｓ１０２の判定結果がＹＥＳの場合、内視鏡装置１０１は、変化なし継続時間をカウン
トアップする（Ｓ１０３）。なお、ここでは、変化なし継続時間を、内視鏡１０２に供給
されている光の光量が最大光量であって且つ映像の輝度値が変化しない状態が継続する時
間とする。
【００２１】
　一方、Ｓ１０１の判定結果がＹＥＳの場合、又は、Ｓ１０２の判定結果がＮＯの場合は
、変化なし継続時間のカウントをリセットし（Ｓ１０４）、処理がＳ１０１に戻る。
　Ｓ１０３の後、内視鏡装置１０１は、変化なし継続時間が一定時間（例えば１２０秒）
に達したか否かを判定する（Ｓ１０５）。
【００２２】
　Ｓ１０５の判定結果がＮＯの場合は、処理がＳ１０１に戻る。
　一方、Ｓ１０５の判定結果がＹＥＳの場合、内視鏡装置１０１は、内視鏡１０２に供給
する光の光量を半減し（Ｓ１０６）、光量半減実行状態に移行する。ここで、光量を半減
するとは、光量を最大光量の半分までに減らすことをいう。
【００２３】
　なお、図２に示した処理において、Ｓ１０５及びＳ１０６の処理を、図３に示す処理に
置き換えて、内視鏡１０２に供給する光の光量を半減する前に、予告報知を行うようにし
てもよい。
【００２４】
　図３は、Ｓ１０５及びＳ１０６の処理の代わりに行われる処理の一例を示すフローチャ
ートである。
　この処理では、まず、図３の左側に示す処理が行われる。具体的には、Ｓ１０３の後、
内視鏡装置１０１は、変化なし継続時間が第１の一定時間（例えば９０秒）に達したか否
かを判定する（Ｓ１１１）。
【００２５】
　Ｓ１１１の判定結果がＮＯの場合は、処理がＳ１０１に戻る。
　一方、Ｓ１１１の判定結果がＹＥＳの場合、内視鏡装置１０１は、内視鏡１０２に供給
する光の光量を半減する旨の予告報知を行い（Ｓ１１２）、予告報知中の定常状態へ移行
し、処理がＳ１０１に戻る。
【００２６】
　その後、Ｓ１０１の判定結果がＹＥＳ、又は、Ｓ１０２の判定結果がＮＯになるまでは
、Ｓ１０３の後の処理として、図３の右側に示す処理が行われる。具体的には、Ｓ１０３
の後、内視鏡装置１０１は、変化なし継続時間が第２の一定時間（例えば１２０秒）に達
したか否かを判定する（Ｓ１１３）。
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【００２７】
　Ｓ１１３の判定結果がＮＯの場合は、処理がＳ１０１に戻る。
　一方、Ｓ１１３の判定結果がＹＥＳの場合、内視鏡装置１０１は、内視鏡１０２に供給
する光の光量を半減し（Ｓ１１４）、その旨を報知し（Ｓ１１５）、光量半減実行状態に
移行する。
【００２８】
　図４は、光量半減実行状態における内視鏡装置１０１において実行される処理の一例を
示すフローチャートである。
　図４に示したように、本処理では、内視鏡装置１０１が、内視鏡１０２により撮像され
た撮像信号に基づく映像の輝度値（明るさ）が変化したか否かを判定する（Ｓ１２１）。
この判定では、例えば、前回のＳ１２１の判定時に対して輝度値が変化したか否かが判定
される。
【００２９】
　Ｓ１２１の判定結果がＮＯの場合は、本判定を繰り返す。
　一方、Ｓ１２１の判定結果がＹＥＳの場合、内視鏡装置１０１は、内視鏡１０２に供給
する光の光量を半減するという制限を解除し（Ｓ１２２）、定常状態に移行する。
【００３０】
　以上のように、第１の実施形態によれば、内視鏡１０２により撮像された撮像信号に基
づく映像の輝度値（明るさ）と、内視鏡１０２に供給されている光の光量とから、内視鏡
１０２が被検体内で使用されていないことが判別されると、内視鏡１０２に供給される光
の光量が半減されるので、内視鏡１０２の先端部が高温になることを防止することができ
、その先端部に実装された回路素子等に負担が掛かる虞は無い。そのため、内視鏡１０２
の製品寿命が短くなる虞もない。
【００３１】
　また、その後、映像の輝度値が変化した場合には、光量を半減させるという制限が自動
的に解除されるので、ユーザは、その解除のための特別な操作を行う必要が無く、適切な
光量の光出射で内視鏡１０２を使用することができる。
＜第２の実施形態＞
【００３２】
　患者体内に内視鏡を挿入する内視鏡検査は、手技の速さと検査記録の質の高さの両立が
求められる。故に、使い慣れた機器を新機器又は代替機器に変更する際に、ユーザ所望の
機器設定を再現する重要性は高い。従来、医療分野では、モダリティに共通する日時など
の一般設定を移行可能とし、機器入替に伴う設定作業を簡易化する技術は提案されている
ものの、専門性が高く複雑に相関する機能やユーザビリティ設定の移行は実施されていな
い。現状は、入替前機器の設定一覧を書き出し、ユーザやメーカ担当者が手動で設定を移
し変えることが一般的である。
【００３３】
　そこで、本実施形態では、設定が共通する同一機種間、あるいは機能構成の相違から設
定変更を伴う同一世代異機種間もしくは異世代機種間のいずれの場合でも、設定値（機能
やユーザビリティの設定値を含む）の移行に伴う人為的ミスを防ぐと共に、速やかな検査
環境の復旧によりユーザの業務効率を向上させることができる内視鏡システムを提案する
。
【００３４】
　図５は、第２の実施形態に係る内視鏡システムの構成例を示す図である。
　図５に示したように、内視鏡システム２０１は、設定データ移行元機器２０２、設定デ
ータ移行先機器２０３、読み出し部２０４、変換部２０５、判断部２０６、記憶部２０７
、及び書き込み部２０８を備える。
【００３５】
　設定データ移行元機器２０２は、設定データの移行元となる内視鏡ビデオプロセッサで
ある。設定データ移行先機器２０３は、設定データの移行先となる内視鏡ビデオプロセッ
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サである。いずれの機器も、ユーザからの入力や指示を受け付ける入力部や、情報等を表
示する表示部を備える。
【００３６】
　読み出し部２０４は、設定データ移行元機器２０２の機種情報及び設定データを読み出
すためのインターフェースを有し、設定データ移行元機器２０２の機種情報に基づいて、
設定データ移行元機器２０２の設定データを、設定データ移行元機器２０２のデータ形式
のままで読み出す。これにより、設定データを適切に読み出すことができる。
【００３７】
　変換部２０５は、設定データ移行元機器２０２の機種情報と設定データ移行先機器２０
３の機種情報とを取得し、両機種情報に基づいて、読み出し部２０４が読み出した設定デ
ータを、設定データ移行先機器２０３のデータ形式に変換する。但し、この変換では、読
み出し部２０４が読み出した設定データにおいて、設定データ移行元機器２０２にとって
有効なデータのみが変換される。これにより、当初意図しない破損した設定値のデータが
、そのまま変換され移行されてしまう虞はない。
【００３８】
　判断部２０６は、設定データ移行先機器２０３の有効データリストを有し、この有効デ
ータリストに基づいて、変換部２０５が変換した設定データにおいて、各設定項目のデー
タが、設定データ移行先機器２０３にとって有効であるか無効であるかを判断すると共に
、無効であると判断したデータに対しては、それが有効になるよう調整する。
【００３９】
　記憶部２０７は、判断部２０６が有効であると判断したデータ、及び、判断部２０６が
有効になるよう調整したデータを有する設定データを、新設定データとして記憶する。こ
れにより、記憶部２０７には、有効なデータだけが記憶され、ユーザの意図しない設定が
移行されることはない。
【００４０】
　書き込み部２０８は、新設定データを設定データ移行先機器２０３に書き込むためのイ
ンターフェースを有し、記憶部２０７に記憶された新設定データを設定データ移行先機器
２０３に書き込む。
【００４１】
　なお、図５に示した内視鏡システム２０１において、読み出し部２０４及び書き込み部
２０８の各々が有するインターフェースは、有線又は無線の通信手段を備えた通信インタ
ーフェースでもよいし、ＵＳＢ（Universal Serial Bus）等のポータブルメモリが接続さ
れる接続インターフェースでもよい。
【００４２】
　また、読み出し部２０４、変換部２０５、判断部２０６、記憶部２０７、及び書き込み
部２０８の一部又は全部が、設定データ移行元機器２０２又は設定データ移行先機器２０
３に包含されてもよい。
【００４３】
　また、設定データ移行元機器２０２に無く、設定データ移行先機器２０３にのみ存在す
る設定値のデータについては、予め初期値として用意された推奨値のデータが設定データ
移行先機器２０３に設定される。ここで、推奨値のデータは、設定データ移行先機器２０
３、判断部２０６、及び書き込み部２０８のいずれかに用意されていればよい。
【００４４】
　図６は、内視鏡システム２０１において実行される処理の一例を示すフローチャートで
ある。ここでは、読み出し部２０４、変換部２０５、判断部２０６、記憶部２０７、及び
書き込み部２０８が、設定データ移行先機器２０３に包含されているものとし、読み出し
部２０４は、ポータブルメモリから、設定データ移行元機器２０２の機種情報及び設定デ
ータを読み出すものとする。
【００４５】
　図６に示したとおり、設定データ移行元機器２０２の機種情報及び設定データが記憶さ
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れたポータブルメモリが、設定データ移行先機器２０３に接続されると、設定データ移行
先機器２０３は、ユーザからの設定読み出し指示が有るか否かを判定する（Ｓ２０１）。
【００４６】
　Ｓ２０１の判定結果がＮＯの場合、設定データ移行先機器２０３は、処理を行わない（
Ｓ２０２）。この場合は、処理がＳ２０１に戻ってもよい。
　一方、Ｓ２０１の判定結果がＹＥＳの場合、設定データ移行先機器２０３は、ポータブ
ルメモリに保存済みの機種毎の設定データの名称を一覧表示する（Ｓ２０３）。ここでは
、各設定データの名称に、対応する機種情報が含まれているとする。
【００４７】
　次に、設定データ移行先機器２０３は、ユーザから、移行したい設定データの指示を受
け付け（Ｓ２０４）、その指示に応じた設定データをポータブルメモリから読み込み（Ｓ
２０５）、また、その設定データの名称から、機器情報を認識する（Ｓ２０６）。
【００４８】
　次に、設定データ移行先機器２０３は、Ｓ２０５で読み込んだ設定データから、未処理
設定項目データを１つ読み出し（Ｓ２０７）、その未処理設定項目データが有効であるか
否かを判定する（Ｓ２０８）。
【００４９】
　Ｓ２０８の判定結果がＮＯの場合、設定データ移行先機器２０３は、読み出した未処理
設定項目データの変換を行わない（Ｓ２０９）。
　一方、Ｓ２０８の判定結果がＹＥＳの場合、設定データ移行先機器２０３は、読み出し
た未処理設定項目データを、設定データ移行先機器２０３のデータ形式に変換し（Ｓ２１
０）、対応する有効な設定項目が有るか否かを判定する（Ｓ２１１）。
【００５０】
　Ｓ２１１の判定結果がＮＯの場合、設定データ移行先機器２０３は、Ｓ２１０で変換し
たデータを保存しない（Ｓ２１２）。
　一方、Ｓ２１１の判定結果がＹＥＳの場合、設定データ移行先機器２０３は、Ｓ２１０
で変換したデータが、対応する有効な設定項目の設定値のデータとして有効か否かを判定
する（Ｓ２１３）。
【００５１】
　Ｓ２１３の判定結果がＹＥＳの場合、設定データ移行先機器２０３は、Ｓ２１０で変換
したデータを、対応する有効な設定項目の設定値のデータとして維持して（Ｓ２１４）、
保存する（Ｓ２１５）。
【００５２】
　一方、Ｓ２１３の判定結果がＮＯの場合、設定データ移行先機器２０３は、Ｓ２１０で
変換したデータを、対応する有効な設定項目の設定値として適切な値のデータに変更（調
整）して（Ｓ２１６）、保存する（Ｓ２１５）。
【００５３】
　Ｓ２０９の後、Ｓ２１２の後、又はＳ２１５の後、設定データ移行先機器２０３は、Ｓ
２０５で読み込んだ設定データにおいて、全設定項目データの処理が完了したか否かを判
定する（Ｓ２１７）。
【００５４】
　Ｓ２１７の判定結果がＮＯの場合は、処理がＳ２０７に戻る。
　一方、Ｓ２１７の判定結果がＹＥＳの場合、設定データ移行先機器２０３は、Ｓ２１５
で保存した全てのデータを、設定領域に書き込み（Ｓ２１８）、設定が終了する。
【００５５】
　以上のように、第２の実施形態によれば、設定データ移行元機器２０２の機種情報に基
づいて、その設定データ移行元機器２０２の設定データを適切に読み出すことができる。
さらに、読み出した設定データを、設定データ移行先機器２０３の機種情報に基づいて、
その設定データ移行先機器２０３のデータ形式に変換した後、その設定データ移行先機器
２０３にとって有効なデータであるか否かを逐次判断して必要に応じて調整した上で、設
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定データ移行先機器２０３に出力されるため、その判断や、設定データ移行先機器２０３
に書き出すためのロジックがシンプルになり、また、意図しない設定ミスを回避すること
もできる。
【００５６】
　よって、設定が共通する同一機種間、あるいは機能構成の相違から変更を伴う同一世代
異機種間もしくは異世代機種間のいずれの場合でも、設定値の移行に伴う人為的ミスを防
ぐと共に、速やかな検査環境の復旧によりユーザの業務効率を向上させることができる。
＜第３の実施形態＞
【００５７】
　従来、医療装置が備える機能として、データ移行機能が知られている。
　このデータ移行機能は、医療装置が故障した場合に、故障した医療装置のタッチパネル
を操作することによって、故障した医療装置に設定されている設定値や、記憶されている
画像等のデータを、予備の医療装置に移し替えることができる機能である。
【００５８】
　しかしながら、このデータ移行機能は、タッチパネルが故障してしまうと、タッチパネ
ルの操作が受け付けられなくなることから、予備の医療装置へのデータ移行ができない、
という問題があった。
【００５９】
　そこで、本実施形態では、タッチパネルが故障した場合であっても、予備の医療装置へ
のデータ移行が可能になる医療装置を提案する。
　図７は、第３の実施形態に係る医療装置である内視鏡プロセッサの正面図である。
【００６０】
　図７に示したように、内視鏡プロセッサ３０１は、複数のボタン（物理ボタン）３０２
と、タッチパネル３０３を有する。
　複数のボタン３０２は、モード切替用のボタンである。いずれかのボタン３０２が押下
されると、対応するモードの操作画面が、タッチパネル３０３の背面側に設けられた表示
部に表示される。
【００６１】
　タッチパネル３０３は、その表示部に表示された操作画面に対するタッチ操作をユーザ
から受け付ける。
　このような内視鏡プロセッサ３０１は、２つの操作方法の何れかによって予備の内視鏡
プロセッサへのデータ移行を可能にするデータ移行機能を備えている。一方の操作方法は
、従来と同様に、タッチパネル３０３の操作によってデータ移行を行う方法であり、他方
の操作方法は、複数（例えば２つ）のボタン３０２を同時に長押しすることよって、デー
タ移行を行う方法である。
【００６２】
　後者の操作方法によれば、図８に模式的に示すように、タッチパネル３０３が故障して
タッチパネル３０３の操作が受け付けられなくなっても、複数（例えば２つ）のボタン３
０２を同時に長押しすることによって、データ移行（データの外部出力）が可能になる。
【００６３】
　図９は、タッチパネル３０３が故障したときのデータ移行手順の一例を示すフローチャ
ートである。
　図９に示したように、タッチパネル３０３が故障し（Ｓ３０１）、その後、複数（例え
ば２つ）のボタン３０２が同時に長押しされると、内視鏡プロセッサ３０１（故障機器）
は、自装置に設定されている設定値や、記憶されている画像等のデータを、接続されてい
るＵＳＢ（Universal Serial Bus）メモリに移行する（Ｓ３０２）。
【００６４】
　その後、そのＵＳＢメモリが、内視鏡プロセッサ３０１から取り外されて、予備の内視
鏡プロセッサ（予備機）に接続されると、予備の内視鏡プロセッサは、接続されたＵＳＢ
メモリからデータを取り込み（Ｓ３０３）、内視鏡プロセッサ３０１に設定されていた設
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定値や、記憶されていた画像等のデータを、自装置に反映する（Ｓ３０４）。
【００６５】
　なお、ＵＳＢメモリの代わりに、他のポータブルメモリが使用されてもよい。また、内
視鏡プロセッサ３０１に予備の内視鏡プロセッサが接続され、ＵＳＢメモリを介さずに、
直接にデータ移行が行われてもよい。
【００６６】
　以上のように、第３の実施形態によれば、タッチパネル３０３が故障した場合であって
も、故障した内視鏡プロセッサ３０１に設定されている設定値や、記憶されている画像等
のデータを、予備の内視鏡プロセッサへ移行することができる。
＜第４の実施形態＞
【００６７】
　従来の内視鏡システムでは、観察目的に合わせた設定をユーザ毎に登録でき、簡易的に
呼び出しできる機能（ユーザ設定機能）がある。この機能において、設定の変更は一括で
実施可能であるが、設定に係る機能の実行はできない。しかしながら、機能の実行と設定
の変更を一括で実施したいというニーズが存在する。
【００６８】
　例えば、医療従事者は、低侵襲な内視鏡診断を提供する手段として、視覚生検を用いて
いる。この視覚生検を実現するためには、内視鏡システムの複数の機能の実行及び設定値
の変更が必要である。例えば、観察モード（ＮＢＩ（Narrow Band Imaging）等）のＯＮ
／ＯＦＦ、調光機能の切り替え（Ｐｅａｋ／Ａｖｅｒａｇｅ）、電子ズーム倍率、調光レ
ベル、カラー設定、及び画像強調レベル等である。現在、設定値の変更は、ユーザ設定機
能を用いて一括で実施可能であり、ユーザ設定機能を用いて設定可能な範囲の全ての設定
値を一括で設定できる。しかしながら、観察モードのＯＮ／ＯＦＦと同時に任意の機能の
設定値を意図した値に一括で切り替えるなど、機能実行と設定変更とを同時に実行するこ
とができない。そのため、医療従事者にとって、検査中に必要な机上の実行及び設定値の
調整が煩雑になる場合がある。
【００６９】
　そこで、本実施形態では、複数の機能の実行及び意図した設定値への一括切り替えを可
能にする内視鏡システムを提案する。
　図１０は、第４の実施形態に係る内視鏡システムの構成例を示す図である。
【００７０】
　図１０に示したように、内視鏡システム４０１は、ユーザインターフェース４０２、及
び内視鏡システム構成機器４０３を備える。
　ユーザインターフェース４０２は、内視鏡システム構成機器４０３に対して後述する処
理を実行させる関連付け指示や実行指示等といった、ユーザからの各種入力を受け付ける
。ユーザインターフェース４０２は、例えば、内視鏡や医療用タブレットに設けられても
よい。
【００７１】
　内視鏡システム構成機器４０３は、ユーザ設定記憶領域４０４、関連付け処理回路４０
５、記憶領域４０６、及び呼び出し処理回路４０７を備える。
　ユーザ設定記憶領域４０４は、内視鏡システム４０１において、ユーザ設定可能な機能
に関する設定情報を記憶する。
【００７２】
　関連付け処理回路４０５は、ユーザ設定記憶領域４０４に記憶されている設定情報と、
ユーザインターフェース４０２を介して入力された関連付け指示とに基づいて、ユーザが
一括で切り替えたい複数の機能に対する意図した設定値と、ユーザが実行したい複数の機
能とを、関連付ける。
【００７３】
　記憶領域４０６は、関連付け処理回路４０５が関連付けた情報を記憶する。すなわち、
ユーザが一括で切り替えたい複数の機能に対する意図した設定値と、ユーザが実行したい
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複数の機能と、を関連付けた情報（以下「関連付け情報」という）を記憶する。なお、関
連付け情報は、ユーザ設定記憶領域４０４にも記憶されてもよい。
【００７４】
　呼び出し処理回路４０７は、ユーザインターフェース４０２を介して入力された実行指
示を受け付けると、記憶領域４０６から関連付け情報を呼び出し、その関連付け情報に従
って、複数の機能の実行及び意図した設定値への変更を行う。
【００７５】
　なお、内視鏡システム４０１は、ユーザインターフェース４０２と内視鏡システム構成
機器４０３との間の通信を行う通信手段を更に備えてもよい。
　以上のように、第４の実施形態によれば、内視鏡システムにおいて、複数の機能の実行
及び意図した設定値への一括切り替えが可能になる。
＜第５の実施形態＞
【００７６】
　従来の内視鏡プロセッサは、ユーザ毎に設定を切り替えることができる仕組み（ユーザ
設定機能）を備えており、誰もが、ユーザ設定の作成、編集、削除を行うことができた。
　そのため、他人のユーザ設定を誤って編集や削除してしまう場合があった。
【００７７】
　そこで、本実施形態では、他人のユーザ設定が誤って編集や削除されてしまうことを防
止することができる内視鏡プロセッサを提案する。
　図１１は、第５の実施形態に係る内視鏡プロセッサにおいて扱われるユーザ設定データ
のデータ構造例を示す図である。
【００７８】
　図１１に示したように、ユーザ設定データは、ユーザ設定そのもののデータと、保護フ
ラグと、所有者情報とを有する。
　保護フラグは、その値によって、当該ユーザ設定データが保護されているか否かを表す
。例えば、保護フラグの値が「１」の場合には、当該ユーザ設定データが保護されている
ことを表し、保護フラグの値が「０」の場合には、当該ユーザ設定データが保護されてい
ないことを表す。
【００７９】
　所有者情報は、当該ユーザ設定データのユーザ（当該ユーザ設定データを保護した者）
を識別可能にする情報であり、例えば、ユーザＩＤ（identification）である。
　図１２は、第５の実施形態に係る内視鏡プロセッサにおいて、ユーザ設定の編集又は削
除が行われるときに実行される処理の一例を示すフローチャートである。
【００８０】
　図１２に示したように、ユーザ設定の編集又は削除が行われる場合、内視鏡プロセッサ
は、対象のユーザ設定データにおける保護フラグの値が、保護されていることを表す値で
あるか否かを判定する（Ｓ５０１）。
【００８１】
　Ｓ５０１の判定結果がＹＥＳの場合、内視鏡プロセッサは、ユーザ認証を行う（Ｓ５０
２）。ここでは、ユーザから、所有者情報の入力を受け付ける。
　Ｓ５０２の後、内視鏡プロセッサは、対象のユーザ設定データにおける所有者情報に該
当する者と、Ｓ５０２でユーザ認証されたユーザ（Ｓ５０２で所有者情報を入力したユー
ザ）とが同じであるか否かを判定する（Ｓ５０３）。
【００８２】
　Ｓ５０３の判定結果がＮＯの場合、内視鏡プロセッサは、対象のユーザ設定データの編
集及び削除を禁止する（Ｓ５０４）。従って、この場合は、対象のユーザ設定データの編
集及び削除ができないことになる。
【００８３】
　一方、Ｓ５０１の判定結果がＮＯの場合、又は、ＳＳ５０３の判定結果がＹＥＳの場合
、内視鏡プロセッサは、対象のユーザ設定データの編集及び削除を許可する（Ｓ５０５）
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。従って、この場合は、対象のユーザ設定データの編集及び削除が可能になる。
【００８４】
　図１３は、第５の実施形態に係る内視鏡プロセッサにおいて、ユーザ設定データの新規
作成又は保護されていないユーザ設定データの編集が行われる場合の表示画面例と、保護
されているユーザ設定データの編集が行われる場合の表示画面例を示す図である。前者の
表示画面例を図１３の上側に示し、後者の表示画面例を図１３の下側に示す。
【００８５】
　図１３の上側に示したように、ユーザ設定データの新規作成又は編集が行われるときに
表示された表示画面５０１において、「新規登録」ボタンが選択された場合、又は、保護
されていないユーザ設定データに対応するボタン（例えば「０１：Ｐｒｅｓｅｔ　Ａ」ボ
タン）が編集対象として選択された場合は、表示画面５０２が表示される。ここでは、新
規作成中又は編集中のユーザ設定データに対して、編集及び削除を許可するか禁止するか
を指定することができる。この指定によって、新規作成後又は編集後のユーザ設定データ
における保護フラグの値が決定される。例えば、表示画面５０２において、「編集制限す
る」が選択されると、保護フラグの値が、保護されていることを表す値に決定される。
【００８６】
　一方、図１３の下側に示したように、ユーザ設定データの編集が行われるときに表示さ
れた表示画面５０３において、保護されているユーザ設定データに対応するボタン（例え
ば「０４：オススメ」ボタン）が編集対象として選択された場合は、表示画面５０４が表
示される。表示画面５０４では、ユーザ設定データの編集ができない旨のメッセージが表
示される。このような保護されているユーザ設定データに対しては、ユーザ認証（図１２
のＳ５０２参照）を行うことによって、その編集が可能になる。
【００８７】
　なお、表示画面５０１及び５０３において、鍵アイコンが付されたボタン（例えば「０
３：Ｐｒｅｓｅｔ　Ｃ」ボタンや「０４：オススメ」ボタン）は、対応するユーザ設定デ
ータが保護されていることを示す。
【００８８】
　以上のように、第５の実施形態によれば、他人のユーザ設定が誤って編集や削除されて
しまうことを防止することができる。
＜第６の実施形態＞
【００８９】
　従来、外部から入力された映像の一部に情報画面を重畳した映像を出力する映像処理装
置（例えば内視鏡ビデオプロセッサ）が知られている。このような映像処理装置では、外
部から入力された映像に含まれている重要度の高い情報（エラーメッセージ等）が、重畳
した情報画面によって隠れて見えなくなってしまう場合があった。
【００９０】
　そこで、本実施形態では、外部から入力された映像に含まれている重要度の高い情報が
、重畳した情報画面によって隠れて見えなくなってしまうことを防止することができる映
像処理装置を提案する。
【００９１】
　図１４は、第６の実施形態に係る映像処理装置の接続例を示す図である。
　図１４に示したように、映像処理装置６０１には、外部装置６０２と表示装置６０３が
接続される。
【００９２】
　外部装置６０２は、映像を出力する装置であって、例えば、旧世代の内視鏡ビデオプロ
セッサである。
　映像処理装置６０１は、外部装置６０２が出力した映像の一部に情報画面を重畳した映
像を出力可能な装置であって、例えば、新世代の内視鏡ビデオプロセッサである。
【００９３】
　表示装置６０３は、映像処理装置６０１が出力した映像を表示する装置である。
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　図１５は、映像処理装置６０１において実行される処理の一例を示すフローチャートで
ある。
【００９４】
　図１５に示したように、映像処理装置６０１は、外部（外部装置６０２）から映像が入
力されると、外部から入力された映像に含まれている重要情報を検知したか否かを判定す
る（Ｓ６０１）。ここで、重要情報の検知は、背景色の検知によって行われる。これは、
外部から入力された映像に含まれている重要情報部分領域の背景色が特定の色（例えば青
色）であることを利用したものである。
【００９５】
　Ｓ６０１の判定結果がＹＥＳの場合、映像処理装置６０１は、外部から入力された映像
に含まれている重要情報が、重畳される情報画面によって隠れて見えなくなってしまわな
いように、外部から入力された映像に対して情報画面を重畳して出力する（Ｓ６０２）。
ここでは、例えば、重畳される情報画面の一部が透過されたたり、重畳される情報画面に
含まれる情報の一部の配置位置が変更されたりする。
【００９６】
　一方、Ｓ６０１の判定結果がＮＯの場合、映像処理装置６０１は、外部から入力された
映像に対して、通常通りに情報画面を重畳して出力する（Ｓ６０３）。
　図１６は、外部からの映像と、映像処理装置６０１の情報画面と、その両者が重畳され
た映像の一例を示す図である。
【００９７】
　図１６に示す３×３の画像において、上側の行に位置する３つの画像は、外部からの映
像の例を示し、中央の行に位置する３つの画像は、映像処理装置６０１の情報画面の例を
示し、下側の行に位置する３つの画像は、外部からの映像と映像処理装置６０１の情報画
面の重畳画面の例を示す。
【００９８】
　また、図１６に示す３×３の画像において、左側の列に位置する３つの画像は、外部か
らの映像と映像処理装置６０１の情報画面のいずれにも重要情報が含まれていない場合の
重畳の例を示し、中央の列に位置する３つの画像は、外部からの映像のみに重要情報が含
まれている場合の重畳の例を示し、右側の列に位置する３つの画像は、外部からの映像と
映像処理装置６０１の情報画面の両方に重要情報が含まれている場合の重畳の例を示す。
【００９９】
　図１６において、左側の列に位置する３つの画像に示したように、外部からの映像と映
像処理装置６０１の情報画面のいずれにも重要情報が含まれていない場合は、通常通り、
外部からの映像に映像処理装置６０１の情報画面が重畳される。
【０１００】
　一方、中央の列に位置する３つの画像に示したように、外部からの映像のみに重要情報
が含まれている場合は、外部からの映像に映像処理装置６０１の情報画面が重畳されるも
のの、その重要情報の視認が可能になるように、重要情報と重なる情報画面の部分が透過
されて重畳される。
【０１０１】
　また、右側の列に位置する３つの画像に示したように、外部からの映像と映像処理装置
６０１の情報画面の両方に重要情報が含まれている場合は、外部からの映像に映像処理装
置６０１の情報画面が重畳されるものの、その両方の重要情報の視認が可能になるように
、情報画面における重要情報の配置位置が、外部からの映像に含まれる重要情報と重なら
ない位置へ変更されて重畳される。
【０１０２】
　以上のように、第６の実施形態によれば、外部から入力された映像に情報画面を重畳す
る場合に、その映像に含まれる重要度の高い情報が、重畳した情報画面によって隠れて見
えなくなってしまうのを防止することができる。
＜第７の実施形態＞
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【０１０３】
　本実施形態では、表示装置（例えば内視鏡モニタ）に表示させる情報を、ユーザが自由
に選択することができる内視鏡装置を提案する。
　図１７は、第７の実施形態に係る内視鏡装置である内視鏡プロセッサの表示部に表示さ
れた表示項目設定画面の一例を示す図である。ここで、表示部は、タッチパネル付きの表
示部であり、この表示部に表示された表示項目設定画面に対する操作は、タッチ操作によ
って行われる。図１８は、その内視鏡プロセッサに接続された内視鏡モニタの表示画面例
を示す図である。
【０１０４】
　図１７に示した表示項目設定画面７０１では、ユーザが、複数の表示項目の中から、内
視鏡モニタに表示させたい項目を選択すると、選択された表示項目がプレビュー画面（操
作画面）７０２に表示される。ここでは、表示項目として、「日付」、「患者ＩＤ」、及
び「患者名」が選択されている。表示項目の選択は、対応するチェックボックスに対して
チェックを入れることによって行われる。
【０１０５】
　また、表示項目設定画面７０１における選択は、リアルタイムに内視鏡モニタの表示画
面にも反映される。すなわち、図１８に示したように、選択された表示項目に応じた情報
が内視鏡モニタの表示画面に表示される。ここで、「○○○○○」は、患者ＩＤを示し、
「△△△△」は、患者名を示す。
【０１０６】
　そして、図１７に示した表示項目設定画面７０１において、ユーザが、「閉じる」ボタ
ンを押下すると、表示項目設定画面７０１が閉じられる。
　以上のように、第７の実施形態によれば、ユーザは、内視鏡装置から表示装置に表示さ
せる情報を、プレビュー画面を見ながら自由に選択することができ、また、その選択内容
を表示装置にリアルタイムに反映させることができる。
＜第８の実施形態＞
【０１０７】
　内視鏡装置は、表示装置に表示させる患者名やコメント等の文字の入力が可能である。
文字入力は、内視鏡装置が備えるタッチパネルにより実現されるソフトウェアキーボード
や、内視鏡装置に接続されるハードウェアキーボードを用いて行うことができる。また、
文字入力時において、英字の大文字／小文字の切り替えは、入力モードの切替キー（例え
ばＳｈｉｆｔキー）の押下により行うことができる。ここで、入力モードは、標準時にお
いて小文字入力モードとなり、切替キーの押下により一時的に大文字入力モードに切り替
えられる。
【０１０８】
　英字にて患者名やコメント等の文字入力を行う場合、文字列の先頭文字を大文字で入力
することが一般的である。そのため、現状では、英字による文字入力を開始する度に、切
替キーを押下して大文字入力モードに切り替える必要があり、手間が掛かっていた。
【０１０９】
　そこで、第８の実施形態では、英字にて患者名やコメント等の文字入力が行われる場合
に、1文字目の入力時にだけ自動的に入力モードが大文字入力モードに切り替わるように
することで、手動で大文字入力モードへ切り換える手間を無くすことができる内視鏡装置
を提案する。
【０１１０】
　図１９は、第８の実施形態に係る内視鏡装置の表示部に表示された患者名入力画面に対
する患者名の入力過程の一例を示す図である。ここで、表示部は、タッチパネル付き表示
部であるとし、患者名は英字入力されるとする。
【０１１１】
　図１９に示したように、患者名入力画面８０１は、患者名入力欄８０２と、ソフトウェ
アキーボード等を有する。ソフトウェアキーボードは、Ｓｈｉｆｔキー８０３、英数キー
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８０４、文字キー、カーソルキー等を備える。ここでは、患者名入力欄８０２に患者名が
英字入力されることから、英数キー８０４が予め押下されて英数入力モードにされている
とする。
【０１１２】
　図１９の上側に示したように、患者名入力画面８０１を開いたばかりの状態では、患者
名入力欄８０２に文字が未だ入力されていない状態なので、患者名入力欄８０２において
、カーソルが先頭位置（１文字目の位置）に表示される。また、カーソルが先頭位置に表
示されているときは、Ｓｈｉｆｔキー８０３が自動的にＯＮにされて、大文字入力モード
に切り替えられる。
【０１１３】
　ここで、ユーザが、入力する患者名の１文字目の文字に対応する文字キーを押下すると
、図１９の中央に示したように、その文字が大文字で入力され、カーソルが２文字目の位
置に移動する。カーソルが２文字目の位置に移動すると、カーソルの位置が先頭位置以外
となることから、Ｓｈｉｆｔキー８０３が自動的にＯＦＦにされ、小文字入力モードに切
り替えられる。
【０１１４】
　続けてユーザが、入力する患者名の２文字目の文字に対応する文字キーを押下すると、
図１９の下側に示したように、その文字が小文字で入力され、カーソルが３文字目の位置
に移動する。この場合も、カーソルの位置が先頭位置以外となることから、Ｓｈｉｆｔキ
ー８０３が自動的にＯＦＦにされ、小文字入力モードに切り替えられる。この場合は、即
ち、Ｓｈｉｆｔキー８０３のＯＦＦが維持され、小文字入力モードが維持される。
【０１１５】
　ここで、例えば、ユーザがカーソルキーを押下してカーソルを先頭位置へ移動させると
、カーソルの位置が先頭位置となることから、Ｓｈｉｆｔキー８０３が自動的にＯＮにさ
れて、大文字入力モードに切り替えられる。
【０１１６】
　このように、患者名入力欄８０２において、カーソルの位置が先頭位置にある場合には
Ｓｈｉｆｔキー８０３が自動的にＯＮにされて大文字入力モードに切り替えられ、カーソ
ル位置が先頭位置以外にある場合にはＳｈｉｆｔキー８０３が自動的にＯＦＦにされて小
文字入力モードに切り替えられる。当然ながら、ユーザは、手動でＳｈｉｆｔキー８０３
を押下して、大文字入力モードと小文字入力モードを切り替えることもできる。
【０１１７】
　なお、図１９に示した例では、ソフトウェアキーボードを用いて患者名の入力が行われ
ていたが、内視鏡装置に接続されたハードウェアキーボードを用いて同様にして患者名の
入力が行われてもよい。
【０１１８】
　また、患者名入力画面８０１の患者名入力欄８０２に限らず、他の画面の文字入力欄（
コメント入力欄等）においても同様に、カーソルの位置に応じて、大文字入力モードと小
文字入力モードとを自動的に切り替えてもよい。
【０１１９】
　以上のように、第８の実施形態によれば、英字にて患者名やコメント等の文字入力が行
われる場合に、1文字目の入力時にだけ自動的に大文字入力モードに切り替わるようにな
るので、手動で大文字入力モードへ切り換える手間を無くすことができる。ユーザは、文
字キーの押下により文字を入力していくだけで、自動的に、１文字目を大文字に、２文字
目以降を小文字にさせることができる。
【０１２０】
　なお、本実施形態において、例えば、複数の文が入力される入力欄に対しては、文の終
わりに入力されるピリオドを検出して、次に入力される文の１文字目の入力時に自動的に
大文字入力モードに切り替えられるように構成してもよい。
＜第９の実施形態＞
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【０１２１】
　内視鏡モニタに表示される情報は、内視鏡観察画像のほか患者情報や検査に関わる各種
情報が表示されることが一般的である。しかしながら、文字情報などの各種情報は、内視
鏡観察の妨げになる可能性もあり、必要最低限の表示が求められる。
【０１２２】
　従来、表示情報削減の目的から、患者情報に付与する各アイコンは、検査開始時に非表
示にされていたが、アイコンが非表示にされると患者情報の各項目の意味が分かりにくく
なってしまい、ユーザビリティを低下させていた。
【０１２３】
　そこで、第９の実施形態では、内視鏡モニタに表示される、内視鏡観察画像以外の情報
を必要最低限にしながら、情報認識する上でのユーザビリティを確保することができる内
視鏡システムを提案する。
【０１２４】
　図２０は、第９の実施形態に係る内視鏡システムの構成例を示す図である。
　図２０に示したように、内視鏡システム９０１は、入力手段９０２、設定値入力処理部
９０３、記憶領域９０４、判断部９０５、指示位置情報生成部９０６、表示切替部９０７
、表示画面構成処理部９０８、及び表示手段９０９を備える。
【０１２５】
　入力手段９０２は、表示手段９０９に表示させる患者情報等の文字情報の入力や、表示
手段９０９の表示画面（内視鏡観察画面）上の位置指示の入力等を受け付ける。ここで、
位置指示の入力は、例えば、表示手段９０９の表示画面上に表示されたカーソルの位置を
所望の位置へ移動させる操作をユーザが行うことによって行われる。
【０１２６】
　設定値入力処理部９０３は、入力手段９０２が受け付けた文字情報を、文字情報設定項
目（以下単に「設定項目」ともいう）毎に記憶領域９０４に記憶する。例えば、入力手段
９０２が受け付けた患者情報等の文字情報を、患者のＩＤ、名前、性別、生年月日等とい
った設定項目毎に、記憶領域９０４に記憶する。但し、入力手段９０２が受け付けた文字
情報の中に、設定項目に該当する文字情報が存在しない場合には、その設定項目の文字情
報が無し（例えば「ｎｕｌｌ」）とされる。
【０１２７】
　記憶領域９０４は、設定項目毎の文字情報を記憶する。
　判断部９０５は、記憶領域９０４に記憶された文字情報から、設定項目毎の文字情報の
入力の有無を判断する。
【０１２８】
　指示位置情報生成部９０６は、入力手段９０２が受け付けた位置指示の入力に基づいて
、指示位置情報の生成と、指示画像（カーソル表示画像）の生成を行う。
　表示切替部９０７は、判断部９０５の判断結果と指示位置情報生成部９０６が生成した
指示位置情報とに基づいて、設定項目毎にアイコン表示の有無を設定し、アイコン表示有
りを設定した設定項目毎の文字情報及びアイコン情報を含む文字情報画像を生成する。こ
こでは、内視鏡検査開始時において文字情報の入力が有る設定項目についてはアイコン表
示有りが設定され、内視鏡検査開始時において文字情報の入力が無い設定項目については
アイコン表示無しが設定される。但し、指示位置情報が示す指示位置が、いずれかの設定
項目の文字情報表示設定範囲内に含まれる場合には、内視鏡検査開始時における文字情報
の入力の有無に関わらず、その設定項目のアイコン表示が有りに設定される。
【０１２９】
　表示画面構成処理部９０８は、表示切替部９０７が生成した文字情報画像と、指示位置
情報生成部９０６が生成した指示画像と、内視鏡観察画像とを重畳して表示画面画像を生
成する。
【０１３０】
　表示手段９０９は、表示画面構成処理部９０８が生成した表示画面画像を表示する。
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　図２１は、内視鏡システム９０１において、患者情報入力後の内視鏡検査開始時に実行
される処理の一例を示すフローチャートである。
【０１３１】
　図２１に示したとおり、本処理が開始すると、内視鏡システム９０１は、入力された患
者情報において、処理対象としていない文字情報設定項目の１つについての文字情報の読
み出しを行い（Ｓ９０１）、その文字情報設定項目の文字情報の入力が有るか否かを判定
する（Ｓ９０２）。
【０１３２】
　Ｓ９０２の判定結果がＹＥＳの場合、内視鏡システム９０１は、その文字情報設定項目
についてのアイコン表示を有りに設定する（Ｓ９０３）。
　一方、Ｓ９０２の判定結果がＮＯの場合、内視鏡システム９０１は、その文字情報設定
項目についてのアイコン表示を無しに設定する（Ｓ９０４）。
【０１３３】
　Ｓ９０３又はＳ９０４の後、内視鏡システム９０１は、全ての文字情報設定項目につい
ての処理が終了したか否かを判定する（Ｓ９０５）。
　Ｓ９０５の判定結果がＮＯの場合は、処理がＳ９０１に戻る。
【０１３４】
　一方、Ｓ９０５の判定結果がＹＥＳの場合、内視鏡システム９０１は、全ての文字情報
設定項目についてのアイコン表示の有無設定に基づいて、表示画面を構成（表示画面画像
を生成）し（Ｓ９０６）、表示する。
【０１３５】
　図２２は、内視鏡システム９０１において、内視鏡検査開始後のカーソル移動時に実行
される処理の一例を示すフローチャートである。
　図２２に示したとおり、本処理が開始すると、内視鏡システム９０１は、いずれかの設
定項目の文字情報表示設定範囲内にカーソル（指示位置情報が示す指示位置に対応）が有
るか否かを判定する（Ｓ９１１）。
【０１３６】
　Ｓ９１１の判定結果がＹＥＳの場合、内視鏡システム９０１は、その文字情報設定項目
についてのアイコン表示を有りに設定する（Ｓ９１２）。
　一方、Ｓ９１１の判定結果がＮＯの場合、内視鏡システム９０１は、その文字情報設定
項目についてのアイコン表示を無しに設定する（Ｓ９１３）。
【０１３７】
　Ｓ９１２又はＳ９１３の後、内視鏡システム９０１は、全ての文字情報設定項目につい
てのアイコン表示の有無設定に基づいて、表示画面を構成（表示画面画像を生成）し（Ｓ
９１４）、表示する。
【０１３８】
　以上のように、第９の実施形態によれば、内視鏡観察画面に表示される患者情報（ＩＤ
、名前、性別、生年月日等）等の文字情報の入力有無を判断し、内視鏡検査開始時に入力
の無い設定項目のみアイコンが非表示にされる。これにより、例えば、検査施設もしくは
実施医にとって重要度の低い、文字情報の入力が行われない設定項目の情報を、非表示に
することができる。さらに、不意に本来必要な設定項目が未入力になっているか否か知り
たくなった場合に、指示位置（カーソル）を文字情報表示設定範囲内にあわせることで、
本来そこに入力されるべき情報のアイコンが表示され、任意の情報の文字入力状態を簡易
に確認することができる。なお、その文字情報表示設定範囲内から指示位置が外れると、
そのアイコンは再び非表示にされる。
＜第１０の実施形態＞
【０１３９】
　内視鏡システムは、誰でもアクセス可能であることから、緊急検査時でもすぐに検査を
開始することができる。一方で、誰でも患者情報にアクセス可能であることから、悪意の
第三者による患者情報の漏洩・改竄の虞がある。そのため、アカウント情報により内視鏡
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システムへのアクセスを制限する必要がある。また、誰が患者情報にアクセスしたかを監
査ログとして記録するために、患者情報にアクセスした旨と併せてアカウント情報の記録
が必要である。そこで、第１０の実施形態では、内視鏡システムへのアクセス認証の手間
を極力減らしつつ、患者情報の漏洩・改竄を確実に防止できると共に患者情報アクセス時
の監査ログを確実に記録できる内視鏡システムを提案する。
【０１４０】
　図２３は、第１０の実施形態に係る内視鏡システムの構成例を示す図である。
　図２３に示したように、内視鏡システム１００１は、入力部１００２、記憶部１００３
、認証判別部１００４、設定切替部１００５、実行制御部１００６、及び記憶部１００７
を備える。
【０１４１】
　入力部１００２は、ユーザのアカウント情報等を入力する。
　記憶部１００３は、予め登録されているユーザのアカウント情報を記憶する。
　認証判別部１００４は、入力部１００２により入力されたアカウント情報と一致するア
カウント情報が記憶部１００３に記憶されているか否かを判別する。
【０１４２】
　設定切替部１００５は、患者情報アクセス機能実行時のログイン設定のＯＮ／ＯＦＦを
切り替える。この切り替えに応じて、患者情報アクセス機能実行時のログインが必要又は
不要とされる。
　実行制御部１００６は、患者情報アクセス機能時のログイン設定、及び、認証判別部１
００４の判別結果に応じた機能の実行を制御する。
【０１４３】
　記憶部１００７は、患者情報アクセス機能実行時に、患者情報へアクセスした旨と併せ
てアカウント情報等が監査ログとして記録される。
　図２４は、内視鏡システム１００１において実行される処理の一例を示す図である。
【０１４４】
　図２４に示したように、内視鏡システム１００１では、当該システムが起動すると、ユ
ーザのアカウント情報の入力が入力部１００２により行われる（Ｓ１００１）。そして、
入力されたアカウント情報が登録されているか否か、詳しくは、入力されたアカウント情
報に一致するアカウント情報が記憶部１００３に記憶されているか否かが認証判別部１０
０４により判別される（Ｓ１００２）。
【０１４５】
　Ｓ１００２の判別結果がＮＯの場合は、エラー報知が行われる（Ｓ１００３）。
　一方、Ｓ１００２の判別結果がＹＥＳの場合は、Ｓ１００１で入力されたアカウント情
報が認証される（Ｓ１００４）。
【０１４６】
　Ｓ１００４の後は、患者情報を扱う機能の実行が要求される度に（Ｓ１００５の度に）
、Ｓ１００６以降の処理が実行される。
　詳しくは、患者情報を扱う機能の実行が要求されると（Ｓ１００５）、患者情報アクセ
ス機能のログイン設定がＯＮであるか否かが判定される（Ｓ１００６）。なお、患者情報
アクセス機能のログイン設定（ＯＮ／ＯＦＦ）は、ユーザが任意に変更可能である。
【０１４７】
　Ｓ１００６の判定結果がＹＥＳの場合は、ユーザのアカウント情報の入力が入力部１０
０２により行われる（Ｓ１００７）。そして、入力されたアカウント情報が登録されてい
るか否か、詳しくは、入力されたアカウント情報に一致するアカウント情報が記憶部１０
０３に記憶されているか否かが認証判別部１００４により判別される（Ｓ１００８）。
【０１４８】
　Ｓ１００８の判別結果がＹＥＳの場合は、Ｓ１００７で要求された機能の実行が実行制
御部１００６により行われ（Ｓ１００９）、その旨（実行された機能名、操作元又は要求
元、患者情報へアクセスした旨、Ｓ１００７で入力されたアカウント情報等）が監査ログ
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として記憶部１００７に記録される（Ｓ１０１０）。
【０１４９】
　一方、Ｓ１００６の判定結果がＮＯの場合は、Ｓ１００５で要求された機能の実行が実
行制御部１００６により行われ（Ｓ１００９）、その旨（実行された機能名、操作元又は
要求元、患者情報へアクセスした旨等）が監査ログとして記憶部１００７に記録される（
Ｓ１０１０）。
【０１５０】
　一方、Ｓ１００８の判別結果がＮＯの場合は、エラー報知が行われ（Ｓ１０１１）、そ
の旨が監査ログとして記憶部１００７に記録される（Ｓ１０１０）。
　以上のように、第１０の実施形態によれば、内視鏡システム起動時のアカウント情報の
入力において、入力されたアカウント情報が認証されない限りは、患者情報を扱う機能の
実行が不可能になるので、悪意の第三者による患者情報へのアクセスを防止することがで
きる。また、患者情報アクセス機能のログイン設定がＯＮであるときは、内視鏡システム
起動時に入力されたアカウント情報が認証された後、患者情報を扱う機能の実行が要求さ
れる度に、アカウント情報の入力が行われ、そこで入力されたアカウント情報が認証され
ない限りは、患者情報を扱う機能の実行が不可能になるので、悪意の第三者による患者情
報へのアクセスを、より一層防止することができる。このようなアクセス制限により、患
者情報の漏洩・改竄を防止することができる。なお、患者情報を扱う機能を実行する際の
アクセス認証を行うか否かは、ユーザが任意に変更可能である。
【０１５１】
　また、患者情報を扱う機能の実行時に、機能名、操作元又は要求元、患者情報にアクセ
スした旨、アカウント情報等を監査ログとして記録することができるので、誰が患者情報
にアクセスしたかを監査ログとして記録することができる。また、このような監査ログを
用いて、患者情報の漏洩・改竄の原因を追跡することもできる。
＜第１１の実施形態＞
【０１５２】
　内視鏡ビデオプロセッサは、ログイン機能を有し、ログインＩＤに設定されたログイン
権限に応じて、操作可能な機能を制限している。例えば、内視鏡ビデオプロセッサの製造
元専用のログイン権限では、工場用機能やサービス用機能の使用が可能である。工場用機
能やサービス用機能は、内視鏡ビデオプロセッサの製造元の関係者（例えば工場部門やサ
ービス部門の者）によってアクセスされる機能である。製造元専用のログイン権限が与え
られるログインＩＤ及びログインパスワードは、製造元において社外秘として管理されて
いるものの、それらが社外へ流出した場合は、悪意の第三者が内視鏡ビデオプロセッサに
不正アクセスし、情報の改竄や抜き取りを行う虞がある。そこで、第１１の実施形態では
、特定のログイン情報（ログインＩＤやログイン権限）のアクセスをブロックすることに
より不正アクセスを防止することができる内視鏡ビデオプロセッサを提案する。
【０１５３】
　図２５は、第１１の実施形態に係る内視鏡ビデオプロセッサの構成例を示す図である。
　図２５に示したように、内視鏡ビデオプロセッサ１１０１は、ログイン無効設定部１１
０２、ログイン情報入力部１１０３、ログイン情報管理部１１０４、制御部１１０５、表
示部１１０６、操作部１１０７、及び記録部１１０８を備える。
【０１５４】
　ログイン無効設定部１１０２は、特定のログインＩＤやログイン権限を無効に設定する
。
　ログイン情報入力部１１０３は、ログイン情報（ログインＩＤ及びログインパスワード
）を入力する。
【０１５５】
　ログイン情報管理部１１０４は、ログインＩＤの有効／無効やログイン権限の有効／無
効等といったログイン情報を管理する。
　制御部１１０５は、内視鏡ビデオプロセッサ１１０１の全体を制御する。
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【０１５６】
　表示部１１０６は、各種の画面表示等を行う。
　操作部１１０７は、内視鏡ビデオプロセッサ１１０１に対する入力操作を受け付ける。
　記録部１１０８は、各種の情報（患者情報を含む）を記憶する。
【０１５７】
　図２６及び図２７は、内視鏡ビデオプロセッサ１１０１が不正アクセスをブロックする
例を模式的に示す図である。
　図２６に示した例では、内視鏡ビデオプロセッサ１１０１の製造元専用のログイン権限
が与えられるログインＩＤ（「○○○○」）とログインパスワード（「×××」）が流出
した直後に、管理者ユーザ権限で内視鏡ビデオプロセッサ１１０１にログインした管理者
による入力操作に応じて、流出したログインＩＤ（「○○○○」）がログイン無効設定部
１１０２により無効に設定されている。なお、図２６において、「ＰＷ」は、パスワード
である（図２７においても同様）。
【０１５８】
　この場合に、流出したログインＩＤ（「○○○○」）とログインパスワード（「×××
」）を用いて悪意の第三者が内視鏡ビデオプロセッサ１１０１に不正アクセスした場合は
、そのログインＩＤ（「○○○○」）が無効に設定されていることから（アクセス制限さ
れていることから）、その不正アクセスがブロックされることになる。
【０１５９】
　図２７に示した例では、内視鏡ビデオプロセッサ１１０１の製造元専用のログイン権限
が与えられるログインＩＤ（「○○○○」）とログインパスワード（「×××」）が流出
した直後に、管理者ユーザ権限で内視鏡ビデオプロセッサ１１０１にログインした管理者
による入力操作に応じて、流出したログインＩＤ（「○○○○」）に対して設定されてい
るログイン権限（「サービス」）がログイン無効設定部１１０２により無効に設定されて
いる。
【０１６０】
　この場合に、流出したログインＩＤ（「○○○○」）とログインパスワード（「×××
」）を用いて悪意の第三者が内視鏡ビデオプロセッサ１１０１に不正アクセスした場合は
、そのログインＩＤ（「○○○○」）に対して設定されているログイン権限（「サービス
」）が無効に設定されていることから（アクセス制限されていることから）、その不正ア
クセスがブロックされることになる。
【０１６１】
　以上のように、第１１の実施形態によれば、流出したログインＩＤやログイン権限とい
った特定のログイン情報のアクセスをブロックすることにより不正アクセスを防止するこ
とができる。
＜第１２の実施形態＞
【０１６２】
　内視鏡装置は、患者情報等の個人情報を取り扱う。内視鏡装置は、個人情報をセキュア
な記憶領域に保持する。内視鏡装置の周辺機器としては、セキュアな周辺機器とセキュア
でない周辺機器とが存在する。内視鏡装置は、個人情報を周辺機器に送信する場合に、送
信先の周辺機器がセキュアであるか否かに関わらず、通信仕様に従って個人情報を送信す
る。そのため、セキュアでない周辺機器に個人情報を送信した場合は、その周辺機器から
個人情報が漏洩し、インシデント発生の虞がある。そこで、第１２の実施形態では、セキ
ュアでない周辺機器に対しては個人情報の送信を行わないことで、個人情報の漏洩を防止
することができる内視鏡装置を提案する。
【０１６３】
　図２８は、第１２の実施形態に係る内視鏡装置の表示部に表示される個人情報送信可否
設定画面の一例を示す図である。この設定画面は、内視鏡装置の周辺機器毎に、個人情報
の送信可否を設定可能にする画面である。
【０１６４】
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　図２８に示したように、個人情報可否設定画面１２０１には、内視鏡装置の周辺機器（
「ビデオレコーダー」、「ビデオプリンター」、「超音波観測装置」等）の一覧が表示さ
れると共に、各周辺機器に対して個人情報送信可否設定を行うためのチェックボックスが
設けられる。個人情報可否設定画面１２０１では、チェックボックスにチェックが入れら
れた周辺機器に対しては個人情報の送信が行われない設定（個人情報送信否設定）が為さ
れ、チェックボックスにチェックが入れられなかった周辺機器に対しては個人情報の送信
が行われる設定（個人情報送信可設定）が為される。図２８に示した例では、「ビデオレ
コーダー」のチェックボックスにチェックが入れられ、それ以外の周辺機器のチェックボ
ックスにはチェックが入れられていない状態を示している。
【０１６５】
　キャンセルボタン１２０２は、個人情報可否設定画面１２０１における設定をキャンセ
ルするためのボタンであり、ＯＫボタン１２０３は、個人情報可否設定画面１２０１にお
ける設定を確定するためのボタンである。
【０１６６】
　図２９は、個人情報可否設定画面１２０１において設定及び確定された個人情報送信可
否設定に従って内視鏡装置において実行される個人情報送信処理の一例を示すフローチャ
ートである。
【０１６７】
　図２９に示したように、この処理では、まず周辺機器へ送信する個人情報である患者情
報の入力が行われる（Ｓ１２０１）。
　次に、内視鏡装置に接続されている各周辺機器に対して、Ｓ１２０２乃至Ｓ１２０４を
行う。すなわち、内視鏡装置に接続されている周辺機器数分、Ｓ１２０２乃至Ｓ１２０４
を繰り返す。詳しくは、Ｓ１２０２では、対象とする周辺機器の個人情報送信可否設定が
「可」であるか「否」であるかを判定する。
【０１６８】
　Ｓ１２０２の判定結果が「否」である場合、Ｓ１２０３では、対象とする周辺機器へ送
信する患者情報に含まれる患者ＩＤを仮患者ＩＤに置き換え、Ｓ１２０４では、患者ＩＤ
以外の患者情報を空にする。これにより、対象とする周辺機器へ送信される患者情報が、
仮患者ＩＤを含み且つそれ以外が空の患者情報（以下「ダミー患者情報」という）とされ
る。
【０１６９】
　一方、Ｓ１２０２の判定結果が「可」である場合は、患者情報の変更は行わず、対象と
する周辺機器へ送信される患者情報が、Ｓ１２０１で入力された患者情報とされる。
　このようにして、内視鏡装置に接続されている各周辺機器に対して、Ｓ１２０２乃至Ｓ
１２０４が行われると、内視鏡装置に接続されている各周辺機器へ、対応する患者情報（
患者情報又はダミー患者情報）を送信する（Ｓ１２０５）。これにより、個人情報送信可
否設定が「可」である周辺機器に対しては、Ｓ１２０１で入力された患者情報が送信され
、個人情報送信可否設定が「否」である周辺機器に対しては、ダミー患者情報が送信され
る。
【０１７０】
　図３０は、内視鏡装置から周辺機器への患者情報の送信例を模式的に示す図である。
　図３０に示した例では、内視鏡装置１２１１に周辺機器Ａ１２１２、周辺機器Ｂ１２１
３、周辺機器Ｃ１２１４が接続され、周辺機器Ａ１２１２に対しては個人情報送信可否設
定が「可」であり、周辺機器Ｂ１２１３及び周辺機器Ｃ１２１４に対しては個人情報送信
可否設定が「否」であることから、周辺機器Ａ１２１２に対しては患者情報がそのまま送
信され、周辺機器Ｂ１２１３及び周辺機器Ｃ１２１４に対してはダミー患者情報が送信さ
れる。
【０１７１】
　以上のように、第１２の実施形態によれば、周辺機器毎に個人情報の送信可否を設定す
ることができ、個人情報の送信否が設定された周辺機器に対しては、患者情報がダミー患



(22) JP 3221574 U 2019.6.6

10

20

30

40

50

者情報に置き換えられて送信されるので、セキュアでない周辺機器に対して個人情報を送
信しないようにすることができ、セキュアでない周辺機器からの個人情報の漏洩を防止す
ることができる。また、セキュアである周辺機器に対しては、個人情報がそのまま送信さ
れるので、セキュアである周辺機器では、送信された個人情報を画像データの付帯情報等
として利用することができる。
＜第１３の実施形態＞
【０１７２】
　医療機器として、製造元の関係者（例えば営業部門やサービス部門の者）のみがアクセ
ス可能なモード（以下「裏モード」という）を備えた医療機器が知られている。このよう
な医療機器では、裏モードへアクセスするために、製造元関係者しか知らない裏モード用
のＩＤとパスワード（以下「裏モードＩＤ／パスワード」という）が使用される。裏モー
ドＩＤ／パスワードは、それらが流出した場合に備えて、医療機関（病院等）毎に変更さ
れることが求められている。
【０１７３】
　裏モードには、裏モードＩＤ／パスワードを知る製造元関係者しかアクセスできない。
そのため、製造元関係者が、医療機関に設けられた医療機器の裏モードへのアクセスに必
要な医療機関ごとに設定された裏モードＩＤ／パスワードを忘れてしまうと、その医療機
器を医療機関から修理センターに引き上げて、裏モードＩＤ／パスワードを再設定する必
要があった。
【０１７４】
　そこで、第１３の実施形態では、製造元関係者が裏モードＩＤ／パスワードを忘れてし
まった場合でも、医療機器を医療機関から修理センターに引き上げることなく、裏モード
ＩＤ／パスワードの再設定が可能になる医療機器を提案する。
【０１７５】
　図３１は、第１３の実施形態に係る、裏モードを備える医療機器の構成例を示す図であ
る。
　図３１に示したように、医療機器１３０１は、ユーザ用ＵＩ（User Interface）１３０
２、裏モードアカウント初期化処理部１３０３、サービス・営業用ＵＩ１３０４、裏モー
ド認証処理部１３０５、裏モードＩＤ／パスワード変更処理部１３０６、及びＩＤ／パス
ワード記憶部１３０７を備える。
【０１７６】
　ユーザ用ＵＩ１３０２は、医療機関（ここでは病院とする）の関係者（管理者等）によ
り使用されるＵＩである。
　裏モードアカウント初期化処理部１３０３は、ユーザ用ＵＩ１１３０２を介して裏モー
ドアカウント初期化処理の実行指示が入力された場合に、裏モードアカウント初期化処理
を実行する。ここで、裏モードアカウント初期化処理とは、ＩＤ／パスワード記憶部１３
０７に記憶されている裏モードＩＤ／パスワードを初期化する処理である。裏モードＩＤ
／パスワードを初期化するとは、裏モードＩＤ／パスワードを初期値（初期裏モードＩＤ
／パスワード）に変更することである。なお、初期裏モードＩＤ／パスワードは、医療機
器１３０１の製造元の関係者（例えば営業部門やサービス部門の者）にしか知られていな
い値である。
【０１７７】
　サービス・営業用ＵＩ１３０４は、医療機器１３０１の製造元関係者により使用される
ＵＩである。
　裏モード認証処理部１３０５は、サービス・営業用ＵＩ１３０４を介して裏モードＩＤ
／パスワードが入力されたときに、裏モード認証処理を実行する。裏モード認証処理とは
、入力された裏モードＩＤ／パスワードと、ＩＤ／パスワード記憶部１３０７に記憶され
ている裏モードＩＤ／パスワードとが一致するか否かを判定し、一致する場合は認証ＯＫ
を出力し、一致しない場合は認証ＮＧを出力する。認証ＯＫの場合は裏モードへのアクセ
スが可となり、認証ＮＧの場合は裏モードへのアクセスが不可となる。
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【０１７８】
　裏モードＩＤ／パスワード変更処理部１３０６は、裏モードへのアクセスが可の場合（
裏モード認証処理部１３０５の処理結果が認証ＯＫである場合）において、サービス・営
業用ＵＩ１３０４を介して裏モードＩＤ／パスワード変更処理の実行指示が入力されたと
きに、裏モードＩＤ／パスワード変更処理を実行する。裏モードＩＤ／パスワード変更処
理とは、ＩＤ／パスワード記憶部１３０７に記憶されている裏モードＩＤ／パスワードを
、サービス・営業用ＵＩ１３０４を介して入力された裏モードＩＤ／パスワードへ変更す
る処理である。
【０１７９】
　ＩＤ／パスワード記憶部１３０７は、裏モードＩＤ／パスワードを記憶する。
　このような医療機器１３０１では、病院の管理者が裏モードＩＤ／パスワードの初期化
を実施することができる。また、製造元関係者は、初期裏モードＩＤ／パスワードを用い
て裏モードにアクセスすることができ、裏モードＩＤ／パスワードを変更することもでき
る。なお、病院の管理者は、裏モードＩＤ／パスワードを初期化することはできるが、初
期裏モードＩＤ／パスワードを知らないので、裏モードへのアクセスはできない。
【０１８０】
　以上のように、第１３の実施形態によれば、製造元関係者が病院毎に変更した医療機器
の裏モードＩＤ／パスワードを忘れてしまった場合でも、医療機器を病院から修理センタ
ーに引き上げることなく、裏モードＩＤ／パスワードの再設定が可能になる。
＜第１４の実施形態＞
【０１８１】
　内視鏡ビデオプロセッサは、ログイン及びログアウトの機能を有する。但し、ログイン
後に一定時間操作無し状態が続いた場合に自動でログアウトする機能（以下「自動ログア
ウト」機能という）を備えていない内視鏡ビデオプロセッサにおいては、ログイン後に必
ず手動でログアウトする必要がある。
【０１８２】
　また、内視鏡ビデオプロセッサは、ＵＩ（タッチパネル、キーボード等）やスコープ（
内視鏡）の操作状況を検知する仕組みを有する。
　自動ログアウト機能を備えていない内視鏡ビデオプロセッサにおいては、その機能の搭
載が望まれている。しなしながら、その自動ログアウト機能において、一定時間ＵＩ操作
無し状態が続いたか否かだけを判断基準にすると、意図しない自動ログアウトが発生する
虞がある。その理由は、検査中に行われる操作のほとんどがスコープの操作であり、ＵＩ
操作は行われない（又は少ない）からである。
【０１８３】
　そこで、第１４の実施形態では、意図しない自動ログアウトの発生を無くすことができ
る自動ログアウト機能を備えた内視鏡ビデオプロセッサを提案する。
　図３２は、第１４の実施形態に係る、ログイン及びログアウトの機能を有する内視鏡ビ
デオプロセッサの構成例を示す図である。
【０１８４】
　図３２に示したように、内視鏡ビデオプロセッサ１４０１は、ＵＩ操作検知部１４０２
、スコープ操作検知部１４０３、及びログアウト判断部１４０４を備える。
　ＵＩ操作検知部１４０２は、内視鏡ビデオプロセッサ１４０１の図示しないＵＩに対す
るユーザの操作を検知する。
【０１８５】
　スコープ操作検知部１４０３は、内視鏡ビデオプロセッサ１４０１に接続されたスコー
プ１４０５に対するユーザの操作を検知する。
　ログアウト判断部１４０４は、ＵＩ操作検知部１４０２及びスコープ操作検知部１４０
４の双方が、ログイン後にユーザの操作を一定時間継続して検知しなかった場合にログア
ウトの判断を行う。ログアウト判断部１４０４によりログアウトの判断が為されると、自
動ログアウトが行われる。
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【０１８６】
　以上のように、第１４の実施形態によれば、内視鏡ビデオプロセッサ１４０１のＵＩに
対するユーザの操作がログイン後に一定時間継続して行われなかったとしても、その間に
スコープ１４０５に対する操作が行われていれば、自動ログインが行われなくなるので、
意図しない自動ログインの発生を無くすことができる。
【０１８７】
　なお、本実施形態において、スコープ操作検知部１４０３は、例えば、スコープ１４０
５に供給する照明光を出力するランプの点灯状態を、スコープ１４０５の操作中と見做し
て、スコープ１４０５に対するユーザの操作として検知してもよい。あるいは、スコープ
操作検知部１４０３は、例えば、スコープ１４０５から入力される映像信号が表す映像に
おける光量の変化を、スコープ１４０５の操作中と見做して、スコープ１４０５に対する
ユーザの操作として検知してもよい。
＜第１５の実施形態＞
【０１８８】
　自動ログアウト機能を有する内視鏡装置は、ログイン後に一定時間継続して操作が無い
場合にログアウトする。集中コントロール装置は、内視鏡装置と内視鏡検査中に使用され
る周辺機器とを含む内視鏡システムに関するリアルタイムな状態を含む詳細情報を確認し
たり、リモート操作できる装置であり、タブレット等のモニタと操作UIを有している。但
し、集中コントロール装置が内視鏡装置をリモート操作するためには、内視鏡装置へのロ
グインが必要である。集中コントロール装置が周辺機器を長時間リモート操作している場
合、内視鏡装置では、操作が一定時間継続して行われないことにより自動ログアウト機能
が働いてしまい、集中コントロール装置からのリモート操作を受け付けなってしまう。
【０１８９】
　そこで、本実施形態では、集中コントロール装置が周辺機器を長時間リモート操作した
後に内視鏡装置をリモート操作する場合に、ログインを再度行う手間を省くことができる
内視鏡装置を提案する。
【０１９０】
　図３３は、第１５の実施形態に係る内視鏡装置において実行される自動ログアウト延長
処理の一例を示す図である。
　図３３に示したように、この処理では、集中コントロール装置から内視鏡装置へのログ
インが行われると（Ｓ１５０１）、内視鏡装置は、図示しないタイマーのリセット及びス
タートを行う。
【０１９１】
　次に、内視鏡装置は、集中コントロール装置からのリモート操作が行われたか否かを判
定する（Ｓ１５０２）。
　Ｓ１５０２の判定結果がＹＥＳの場合、内視鏡装置は、ログアウトのタイミングを延長
する（Ｓ１５０３）。具体的には、タイマーのリセット及びスタートを行う。Ｓ１５０３
の後は、処理がＳ１５０２に戻る。
【０１９２】
　一方、Ｓ１５０２の判定結果がＮＯの場合、内視鏡装置は、タイマーのカウント値が自
動ログアウト時間（予め決められている所定時間）に到達したか否かを判定する（Ｓ１５
０４）。
【０１９３】
　Ｓ１５０４の判定結果がＮＯの場合は、処理がＳ１５０２に戻る。
　一方、Ｓ１５０４の判定結果がＹＥＳの場合、内視鏡装置は、集中コントロール装置が
周辺機器をリモート操作中であるか否かを判定する（Ｓ１５０５）。この判定の具体例に
ついては、図３４を用いて後述する。
【０１９４】
　Ｓ１５０５の判定結果がＹＥＳの場合は、処理がＳ１５０３に戻る。
　一方、Ｓ１５０５の判定結果がＮＯの場合、内視鏡装置は自動ログアウトする（Ｓ１５
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０６）。
【０１９５】
　図３４は、図３３のＳ１５０５の判定の具体例を模式的に示す図である。
　図３４に示した例では、前提として、集中コントロール装置１５０１のリモート操作対
象が、内視鏡装置１５０２と周辺機器Ａ１５０３であるとする。集中コントロール装置１
５０１は、内視鏡装置１５０２をリモート操作するため、内視鏡装置１５０２にログイン
中であるとする。また、集中コントロール装置１５０１は、内視鏡装置１５０２を一定時
間（自動ログアウト時間）継続してリモート操作していないとする。このような前提の場
合は、図３３のＳ１５０４の判定結果がＹＥＳとなり、Ｓ１５０５の判定へ進む。
【０１９６】
　このような場合、図３４に示した例では、内視鏡装置１５０２が、まず、リモート操作
が一定時間継続して行われなかったことを集中コントロール装置１５０１に通知し、ログ
イン延長要求の有無を問い合わせる（Ｓ１５１１）。
【０１９７】
　集中コントロール装置１５０１は、その問い合わせに対し、周辺機器Ａ１５０３のリモ
ート操作中であるか否かを確認し（Ｓ１５１２）、リモート操作中である場合は、内視鏡
装置１５０２にログイン延長を要求し、リモート操作中でない場合は、内視鏡装置１５０
２にログイン延長を要求しない（Ｓ１５１３）。
【０１９８】
　内視鏡装置１５０２は、集中コントロール装置１５０１からログイン延長が要求された
場合は図３３のＳ１５０５の判定結果をＹＥＳとして処理を行い、ログイン延長が要求さ
れなかった場合はＳ１５０５の判定結果をＮＯとして処理を行う。
【０１９９】
　図３３のＳ１５０５の判定は、図３４に示した例の他、次のようにして行うこともでき
る。例えば、内視鏡装置が集中コントロール装置に対して自動ログアウト可否を問い合わ
せ、その応答が自動ログアウト否である場合は、Ｓ１５０５の判定結果をＹＥＳとして処
理を行い、その応答が自動ログアウト可である場合は、Ｓ１５０５の判定結果をＮＯとし
て処理を行うようにしてもよい。この場合、集中コントロール装置は、例えば、周辺機器
のリモート操作中である場合に自動ログアウト否を応答し、周辺機器のリモート操作中で
ない場合に自動ログアウト可を応答する。
【０２００】
　以上のように、第１５の実施形態によれば、内視鏡装置に対する集中コントロール装置
のリモート操作が一定時間継続して行われなかったとしても、集中コントロール装置が周
辺機器のリモート操作中である場合は、自動ログアウトが行われなくなるので、内視鏡装
置に対する集中コントロール装置のリモート操作の受け付けが行われなくなるのを防止す
ることができ、ログインを再度を行う手間を省くことができる。
【０２０１】
　以上、本考案は、上記実施形態にそのまま限定されるものではなく、実施段階ではその
要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示さ
れている複数の構成要素の適宜な組み合わせに依り、様々の考案を形成できる。例えば、
実施形態に示される全構成要素のいくつかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる
実施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。
【符号の説明】
【０２０２】
１０１　　　　　内視鏡装置
１０２　　　　　内視鏡
１０３　　　　　内視鏡映像測光部
１０４　　　　　自動調光部
１０５　　　　　出射光制御部
１０６　　　　　内視鏡使用状態判別部
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１０７　　　　　出射光制限指示部
２０１　　　　　内視鏡システム
２０２　　　　　設定データ移行元機器
２０３　　　　　設定データ移行先機器
２０４　　　　　読み出し部
２０５　　　　　変換部
２０６　　　　　判断部
２０７　　　　　記憶部
２０８　　　　　書き込み部
３０１　　　　　内視鏡プロセッサ
３０２　　　　　ボタン
３０３　　　　　タッチパネル
４０１　　　　　内視鏡システム
４０２　　　　　ユーザインターフェース
４０３　　　　　内視鏡システム構成機器
４０４　　　　　ユーザ設定記憶領域
４０５　　　　　関連付け処理回路
４０６　　　　　記憶領域
４０７　　　　　呼び出し処理回路
５０１、５０２　表示画面
５０３、５０４　表示画面
６０１　　　　　映像処理装置
６０２　　　　　外部装置
６０３　　　　　表示装置
７０１　　　　　表示項目設定画面
７０２　　　　　プレビュー画面
８０１　　　　　患者名入力画面
８０２　　　　　患者名入力欄
８０３　　　　　Ｓｈｉｆｔキー
８０４　　　　　英数キー
９０１　　　　　内視鏡システム
９０２　　　　　入力手段
９０３　　　　　設定値入力処理部
９０４　　　　　記憶領域
９０５　　　　　判断部
９０６　　　　　指示位置情報生成部
９０７　　　　　表示切替部
９０８　　　　　表示画面構成処理部
９０９　　　　　表示手段
１００１　　　　内視鏡システム
１００２　　　　入力部
１００３　　　　記憶部
１００４　　　　認証判別部
１００５　　　　設定切替部
１００６　　　　実行制御部
１００７　　　　記憶部
１１０１　　　　内視鏡ビデオプロセッサ
１１０２　　　　ログイン無効設定部
１１０３　　　　ログイン情報入力部
１１０４　　　　ログイン情報管理部



(27) JP 3221574 U 2019.6.6

10

20

１１０５　　　　制御部
１１０６　　　　表示部
１１０７　　　　操作部
１１０８　　　　記録部
１２０１　　　　個人情報可否設定画面
１２０２　　　　キャンセルボタン
１２０３　　　　ＯＫボタン
１２１１　　　　内視鏡装置
１２１２　　　　周辺機器Ａ
１２１３　　　　周辺機器Ｂ
１２１４　　　　周辺機器Ｃ
１３０１　　　　医療機器
１３０２　　　　ユーザ用ＵＩ
１３０３　　　　裏モードアカウント初期化処理部
１３０４　　　　サービス・営業用ＵＩ
１３０５　　　　裏モード認証処理部
１３０６　　　　裏モードＩＤ／パスワード変更処理部
１３０７　　　　ＩＤ／パスワード記憶部
１４０１　　　　内視鏡ビデオプロセッサ
１４０２　　　　ＵＩ操作検知部
１４０３　　　　スコープ操作検知部
１４０４　　　　ログアウト判断部
１４０５　　　　スコープ
１５０１　　　　集中コントロール装置
１５０２　　　　内視鏡装置
１５０３　　　　周辺機器Ａ
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